
業務委託契約書(案) 

 

委託業務の名称  令和６年度大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分分析業務委託 

業 務 の 内 容  別紙「業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

契 約 の 金 額  金        円也 

         （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額      円也） 

契 約 の 期 間  自 令和６年   月   日 

至 令和６年 10 月 31 日 

契 約 保 証 金  金        円也（又は免除） 

 

上記の業務について、委託者 福島県 を甲とし、受託者        を乙として、

次の条項に定めるところにより契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。 

 

（総則） 

第１条 乙は、頭書の仕様書に基づき、頭書の契約の金額（以下「委託料」という。）をも

って、頭書の契約の期間（以下「履行期限」という。）までに当初の委託業務を完了しな

ければならない。 

２ 前項の仕様書に明示されない仕様があるときは、甲乙協議して別に定めるものとする。 

 

（権利義務譲渡及び再委託の禁止） 

第２条 乙は、甲の書面による承認を得ないでこの契約によって生ずる権利、義務を第三者

に譲渡し委任し、又は下請けさせてはならない。 

 

（着手届） 

第３条 乙は、委託業務に着手したときは、甲に対し契約日より７日以内に着手届を提出し

なければならない。 

 

（主任技術者） 

第４条 乙は、委託業務を主として担当する職員（以下「主任技術者」という。）を定め、

その氏名及びその他の必要な事項を書面で契約日より７日以内に甲に通知しなければな

らない。主任技術者を変更したときは、変更後７日以内に書面で甲に通知しなければなら

ない。 

 

（委託業務の内容の変更） 

第５条 甲は、必要と認めるときには、委託業務の内容を変更しまたは一時中止させること

ができる。 

この場合において、委託料の金額または履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協

議して書面によりこれを定める。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときには、乙は甲に対して損害の賠償を請求す

ることができる。 

この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。 

 

 



（乙の請求による履行期限の延長） 

第６条 乙は、天災等その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業

務を完了することができないことが明かになったときは、甲に対して遅滞なくその事由

を付して、書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲

乙協議して定める。 

 

（損害負担） 

第７条 委託業務の実施に関して発生した損害（第三者に与えた損害を含む。）のために必

要な経費は、乙の負担とする。 

   ただし、その損害が甲の責めに帰する事由により生じた場合においては、甲が負担す

るものとし、その金額は甲乙協議して定める。 

 

（検査及び引渡し） 

第８条 乙は、委託業務が完了したときは、甲に対し遅滞なく業務完了報告書を提出しなけ

ればならない。 

２ 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して 10日以内に業

務完了の検査をしなければならない。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、業務完了報告書について訂正を命ぜられたときは、乙

は、遅滞なく当該の訂正を行うものとし、これに要する経費は乙の負担とする。 

４ 乙は、前項の規定により命ぜられた訂正を完了したときは、甲に訂正完了の届を提出し

て検査を受けなければならない。 

この場合の再検査の期日については、第２項の規定を準用する。 

 

（委託料の支払い） 

第９条 乙は、前条第２項または第４項の規定による検査に合格したときは、所定の手続き

に従って委託料の支払を請求することができる。 

２ 甲は、前項の規定による支払の請求があったときには、受理日から起算して 30日以内

に支払うものとする。 

 

（履行期限の遅延及び遅延利息） 

第 10 条  乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了できない場合にお

いて、甲が認める期間まで委託業務を完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から

遅延利息を徴収して当該期限を延長することができる。 

２ 甲は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を乙に通知する

とともに、当該期限の延長に関する契約を乙との間に締結するものとする。 

３ 第１項による遅延利息は、当初の履行期限（第５条第１項及び第６条の規定による履行

期限の変更があったときは、その期限とする。）から延長後の履行期限までの期間の日数

に応じ、委託金額に年2.5％の割合で計算した額（当該額に100円未満の端数があるとき、

またはその金額が 100 円未満であるときは、その端数全額を切り捨てる。）とする。 

４ 甲の責めに帰すべき事由により、第９条第２項の規定による委託料の支払が遅れたと

きは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の金額に年 2.5％の割合で計算

した額（当該額に 100 円未満の端数があるとき、またはその金額が 100 円未満であると

きは、その端数全額を切り捨てる。）の遅延利息の支払の請求をすることができる。 

５ 第１項及び前項の規定に定める遅延利息の額の計算につき、第３項及び第４項の規定

に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当りの割合とする。 



（契約の解除） 

第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 履行期限内に委託業務が完了しないとき、または委託業務を完了する見込みがない

と、甲が認めるとき。 

(2) 着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 

(3) 第２条の規定に違反したとき。 

(4) 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。 

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者若しくは社会的非難関係者（福島県暴力団排除条例施行規則（平成２３年福

島県公安委員会規則第５号）第４条各号に該当する者）に契約代金債権を譲渡した

とき。 

(6) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時コンサルタント業務

等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められると

き。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方

としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を

求め、乙がこれに従わなかったとき。 

(7) 前各号の一つに該当する場合を除くほか、この契約に違反し、その違反によって契

約の目的を達することができないと甲が認めるとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合において、乙が契約保証金の納付を免除され

ているときは、乙は、甲に対し委託料の額の 10分の１に相当する額を支払わなければな

らない。 

３ 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約を解除することができる。 

４ 乙は、甲が委託業務の内容を変更したため、委託料の額が３分の２以上減少することと

なるときは、甲と協議の上、この契約を解除することができる。 

５ 前項の場合、乙は、甲に対し損害の賠償を請求することができる。 

 

 



（談合による損害賠償） 

第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第 11 条に規定する契約の解

除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の２に相当する額を請求し、

乙はこれを納付しなければならない。ただし、第１号又は第２号のうち命令の対象となる

行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下

「独占禁止法」という。）第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和 57年公

正取引委員会告示第 15号）第６項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認め

る場合はこの限りでない。 

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第１項の規定

による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対し、刑法（明治 40

年法律第 45 号）第 96 条の 6の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲

が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、そ

の超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければなら

ない。 

 

（遅延利息等の相殺） 

第 13条  この契約に基づく遅延利息又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額がある

ときは、甲はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができ

る。 

２ 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息及び賠償金にかかる債権につ

き、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問

し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め

ることができる。 

３ 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応

答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は

一部について、履行期限を繰り上げることができる。 

 

（秘密の保持） 

第 14条 乙は、本件の業務上知り得た委託業務の内容を、一切第三者に漏らしてはならない。 

 

（業務の調査等） 

第 15条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し又は報告

を求めることができる。 

 

（個人情報の保護） 

第 16 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記 

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（契約外の事項） 

第 17条 この契約に定めのない事項は、必要に応じ、甲乙協議して定める。 

 



（紛争の解決方法） 

第 18 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、

甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 

上記の契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 

令和６年  月  日 

 

 

甲   福島県福島市杉妻町２番１６号 

福島県 

福島県知事 内堀 雅雄          印 

 

乙   （住所）   

            （名称） 

            （代表者名）             印 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の

権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。 

２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在

職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

いことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契

約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（安全管理措置） 

第５ 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管

理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失

及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法

律（平成15 年法律第57 号）及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ

イン（行政機関等編）」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（複写・複製の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（作業場所の指定等） 

第７ 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分（以下「個人情報取扱事務」という。）

について、甲の指定する場所で行わなければならない。 

２ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個

人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８ 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録

された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、

若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでな

い。 

２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場

合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消

去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を

受けなければならない。 

 



（事故発生時における報告等） 

第９ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が

生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければな

らない。 

２ 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講

じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。 

（調査監督等） 

第10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して

必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができ

る。 

２ 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じ

なければならない。 

（指示） 

第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指

示を行うことができる。 

（再委託の禁止） 

第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者（再委託先が子会社

（会社法（平成17 年法律第86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）で

ある場合を含む。以下次項において同じ。）に委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約に

より乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならな

い。 

（労働者派遣契約） 

第13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、

労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければ

ならない。 

（損害賠償） 

第14 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。）の責めに帰

すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生し

た場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅

滞なく甲の求償に応じなければならない。 

（契約解除） 

第15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認

めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約

金は契約書本文の定めるところによる。 



 
 

令和６年度大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分分析業務委託 

仕様書 

 

１ 目的 

廃棄物焼却等に由来する、大気中微小粒子状物質の化学成分の実態を把握するため、微小粒

子状物質の成分濃度及び質量濃度を測定することで、本県における大気汚染状況を調査するこ

とを目的とする。 

また、微小粒子状物質（PM2.5）に係る成分分析調査として、大気汚染防止法第 22 条（常時

監視）に資するものとする。 
 
２ 委託期間 

契約締結の日から令和６年 10月 31 日（木）までとする。 
 
３ 委託業務の内容 

(1) 調査項目 

ア 質量濃度※ 

イ イオン成分（８項目）※ 

ウ 無機元素成分（30項目）※ 

エ 炭素成分（３項目）※ 

※分析項目の詳細は、「(4) 試料採取及び分析方法」の「表３ 分析項目及び分析方法」に示

す項目とする。 

 

(2) 調査地点 

表１に示すとおり、調査地点は、県が設置している下記の一般環境大気測定局２地点とする。

局舎への立ち入りについては管理担当の地方振興局の指示に従うこと。 
 

表１ 調査地点 
地点 住所 局舎管理 

会津若松局 
会津若松市西栄町４－６１ 
（県立葵高等学校内） 

会津地方振興局 

楢葉局 
楢葉町大字下小塙字麦入３１ 
（旧町立楢葉南小学校敷地内） 

相双地方振興局 

 
(3) 調査回数 

楢葉局の春季及び会津若松局の夏季として、表２に示す調査期間における調査を行うこと。

なお、二重測定については、会津若松局及び楢葉局の各々で、表２の調査期間中又はその前後

に、PTFE 製フィルタ及び石英繊維製フィルタの両方で各１回ずつ行うこと。 

天候等やむを得ない理由で調査期間内に実施できない場合は委託者と協議すること。 

 

表２ 調査期間 

楢葉局 春季 令和６年５月９日～５月 23 日 

会津若松局 夏季 令和６年７月 18 日～８月１日 



 
 

(4) 試料採取及び分析方法 

ア 試料の採取、分析及び測定にあたっては「大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニ

ュアル（平成 24年４月 環境省、令和元年５月改訂）」（以下「PM2.5 マニュアル」とい

う。）、「微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析ガイドライン（平成 23年７月 環境省）」

（以下「成分分析ガイドライン」という。）、「環境大気常時監視マニュアル 第６版（平

成 22年３月 環境省）」（以下「常時監視マニュアル」という。）及び「大気中微小粒子

状物質（PM2.5）測定方法暫定マニュアル（改定版）（平成 19 年７月 環境省）」（以下

「PM2.5 暫定マニュアル」という。）に準拠して行うこと。ただし、環境省が新たにマニュ

アル等を作成した場合は、その最新マニュアル等に従うこと。 

分析項目及び分析方法を表３に示す。 

 

表３ 分析項目及び分析方法 
調 査 項 目 分 析 項 目 測 定 方 法 

質量濃度 質量濃度 標準測定法 
イオン成分 
（８項目） 

ナトリウムイオン Na+、アンモニウム

イオン NH4+、カリウムイオン K+、マ

グネシウムイオン Mg2+、カルシウム

イオン Ca2+、塩化物イオン Cl-、硝酸

イオン NO3-、硫酸イオン SO42- 

イオンクロマトグラフ法 

無機元素成分 
（30 項目） 

ナトリウム Na、アルミニウム Al、カ

リウム K、カルシウム Ca、スカンジ

ウム Sc、チタン Ti、バナジウム V、

クロム Cr、マンガン Mn、鉄 Fe、コ

バルト Co、ニッケル Ni、銅 Cu、亜

鉛 Zn、ヒ素 As、セレン Se、ルビジ

ウム Rb、モリブデン Mo、アンチモ

ン Sb、セシウム Cs、バリウム Ba、
ランタン La、セリウム Ce、サマリウ

ム Sm、ハフニウム Hf、タングステ

ン W、タンタル Ta、トリウム Th、鉛

Pb 

誘導結合プラズマ質量分析 
（ICP-MS）法 

ケイ素 Si エネルギー分散型蛍光 X 線法、

又は波長分散型蛍光 X 線法 
炭素成分 
（３項目） 

有機炭素（OC1、OC2、OC3、OC4） 
元素状炭素（EC1、EC2、EC3）、 
炭化補正値（OCpyro） 

サーマルオプティカル・リフレ

クタンス法 

 
イ 微小粒子状物質サンプラは受託者が用意し、各調査期間の前日に調査地点に設置するこ

と。サンプラを設置する際は、転倒防止策を施し十分な安全対策を行った上で、周囲から

確認できるよう調査中であることの掲示を行うこと。調査期間終了後は、受託者は速やか

にサンプラを撤去すること。 
  また、フィルタ及び測定に用いるその他の消耗品は、受託者が準備すること。 



 
 

ウ 受託者は、調査期間中、適切にサンプラの動作確認及びフィルタ交換を行うこと。なお、

サンプラの点検及びろ紙交換を行った際は、現場野帳等に点検結果等を記録すること。 

 

(5) 精度管理について 

ア 令和元年５月 14 日に環境省が公表した大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュ

アルに係る精度管理解説に基づき精度管理を行うこと。また、精度管理解説に示される重

要管理項目については目標検出下限値を満たすこと。 

イ 受託者は、成分分析ガイドラインに基づいて精度管理を徹底すること。操作ブランクに

ついては必要に応じてデータが提示できるようにしておくこと。なお、委託者は、受託者

に対し、分析業務に係る精度管理方法や精度管理に係る必要な資料の提出を求めることが

できるものとする。 

ウ 受託者は、自らの負担により外部精度管理調査に積極的に参加するものとする。なお、

参加した場合、結果を委託者に報告し、その結果に基づいた分析業務の改善を行うことに

より、分析精度の向上を図るものとすること。 

エ 現場調査、分析及び報告の一連の作業を一貫して把握し、常に総合的な判断及び報告が

できる体制を保持すること。 
 

４ 提出書類 

(1) 実施計画書 

受託者は、契約締結後速やかに、委託者との採取、分析等の計画及び連絡体制等を協議し、

本業務に係る実施計画書を提出し、委託者の承認を得ること。 

 

(2) 精度管理計画書 

受託者は事前打ち合わせ時に、下記内容を含めた精度管理計画書を提出し、委託者の承認を

得ること。 

ア 標準作業手順 

イ 秤量を行うクリーンルームの仕様及び環境条件 

ウ 秤量に使用する天秤及び使用機器の仕様 

エ イオン成分、無機元素成分及び炭素成分に採用する分析方法及び使用機器の仕様 

 

(3) その他必要な書類等 
ア 計量証明事業登録証（濃度）の写し 
イ 業務委託着手届 
ウ 主任技術者届（経歴書を添付） 
エ 分析体制表 
オ その他、委託者が求めるもの 
 

５ 調査結果の報告 

(1) 調査結果速報 

受託者は、各季試料採取最終日から５週間以内に委託者及び局舎管理担当の地方振興局あ

てに電子メールにて速報値を報告すること。 

 

(2) 委託業務完了報告書 



 
 

受託者は、委託者あてに下記内容を含めた報告書（紙媒体：１部、電子媒体（DVD-R 等）：１

部）を提出しなければならない。 

ア 調査項目の測定結果（計量証明書等） 

イ 調査項目の測定結果を受けての考察 
ウ 試料採取記録（現場野帳の写し等） 
エ 精度管理状況（操作ブランク値、トラベルブランク値またはフィールドブランク値、

二重測定結果、定量下限値及び検出下限値、ろ紙のコンディショニング時等における温

度及び湿度の連続記録等） 
オ 分析野帳（クロマトグラフ等） 
カ 現場写真 
キ 分析風景の写真 
ク 別途指示する環境省報告様式（Excel）に調査結果を入力したもの 

ケ 結果を導きだすまでの計算過程がわかる資料（それぞれの分析方法で一例） 

 

(3) 報告書の帰属 

委託業務に関する報告書の内容全ての著作権は、委託者に帰属するものとする。 
 
６ 資料・測定データの貸与 

  委託者は受託者に、本業務に必要な資料及び測定データ（調査期間中の大気常時監視局にお

ける気象データ（風向及び風速））等を貸与するものであるが、受託者は、本業務以外にこれを

使用し又は他に貸与してはならない。 
 
７ その他 

(1) 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定するものとす

る。 

 

(2) 受託者は、測定に影響を与える野焼きなどの状況を確認した場合、直ちに委託担当者に報告

すること。 

 

(3) 受託者の責任において、試料採取終了後の原状復旧を行うこと。 


